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   令和５年度佐倉市八街市酒々井町消防組合一般会計歳入歳出 

   決算審査意見書の提出について  

 地方自治法第２３３条第２項の規定により審査に付された令和５年度佐

倉市八街市酒々井町消防組合一般会計歳入歳出決算及び関係書類を審査し

た結果について、別紙のとおり意見書を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和５年度佐倉市八街市酒々井町消防組合一般会計歳入歳出 

決算審査意見書 

 

第１ 審査対象 

 １ 令和５年度佐倉市八街市酒々井町消防組合一般会計歳入歳出決算 

 ２ 関係書類 

  ⑴ 一般会計歳入歳出決算書 

  ⑵ 一般会計歳入歳出決算事項別明細書 

  ⑶ 実質収支に関する調書 

  ⑷ 財産に関する調書 

第２ 審査の実施日 

   令和６年８月２６日（月） 

第３ 審査の実施場所 

   佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部 

第４ 審査の方法 

 １ 決算その他関係書類の計数的な正確性の検証 

 ２ 令和５年度佐倉市八街市酒々井町消防組合一般会計歳入歳出決算書、

一般会計歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関

する調書及び主要施策の成果の説明書に基づいて、消防本部各課担当者

より説明を受け、審査を実施しました。 

  ３ 現金預金については、例月出納検査を実施しているので本審査では省

略しました。 

第５ 審査の意見 

 １ 総括 

   審査に付された令和５年度一般会計歳入歳出決算書、一般会計歳入歳

出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書につ

いては、全て法令に準拠して適正に作成されているものと認めます。 

また、予算の執行並びに諸事業の運営管理についても適正なものと認

め、本審査に関し特に指摘する点はありません。 

 ２ 要望事項 

  ⑴ 優秀な人材の確保について、今後更なる人材獲得競争の激化が見込

まれますので、採用促進のため実施している様々な施策を継続して行



うこと、豊富な知識、技術を持つ高齢期職員が力を発揮できる効果的

な配置の実施と公務災害を未然に防ぐための更なる安全管理体制を

整備すること、中長期的な視点に立った人材育成を推進することなど

により、災害対応能力向上と組織力強化を図り、持続可能な消防組織

体制を確保されるよう要望いたします。 

⑵ 職員一人ひとりが互いの能力を発揮できる職場環境としていくた

めに、法令順守、ハラスメントに対する意識を高め、必要な研修を積

極的に実施するなどして職員の能力向上と組織力の強化を図るよう

要望いたします。 

⑶ 庁舎・消防車両の整備について、大規模自然災害や救急需要増大に

的確に対応できるよう、消防力の根幹となる消防車両の更新や老朽化

している庁舎の改善については、引き続き構成市町と協議し、計画的

に進めていただくよう要望いたします。 


